
 

養老町商工会便り
◇理事会を開催 

 11 月 15 日（水）に理事会を開催し、以下の

第 1号議案から第３号議案の審議とプレミアム

商品券事業の報告を行いました。 

①会員の加入承認及び脱退報告について 

②総代等の選出方法について 

③令和 5 年度支部活動費（全期）交付について 

報告事項 養老町プレミアム商品券発行事業 

の報告について 

新たに次の方が入会されました。（敬称略） 

事業所名 代表者名 業種 所在地 

岐阜近鉄タクシー㈱ 川内康平 サービス業 その他 

昌栄食品 楊勇徳 製造業 その他 

合同会社

Minimalize.Works 
田中圭 小売業 その他 

飛騨五木㈱ 井上守 サービス業 その他 

GSY 五島一郎 小売業 その他 

◇岐阜県と養老町商工会との意見交換会を開催 

11 月 14 日（火）に岐阜県の商工業にかかわ

る施策の説明と意見交換会を「ゆせんの里」に

て開催しました。 

講師に岐阜県議会議員の村下氏をはじめ、

商工労働部・商業金融課・産業人材課・企業

誘致課・観光国際政策課・都市公園課・（公

財）岐阜県産業経済振興センターの方々から

それぞれ施策の説明があり、養老町地域一帯

の活性化を図るために官民が何をするべきか

など、出席された会員の皆さんも真剣に聞い

ておられました。 

 

◇小規模事業者持続化補助金の公募について 

■持続化補助金（一般型） 

【補助上限額及び補助率】 

・通常枠 50 万円 

・卒業枠 200 万円  

・後継者支援枠 200 万円 

・創業枠 200 万円   

・賃金引上枠 200 万円 補助助率 2/3 

(赤字事業者は 3/4） 

※インボイス特例の要件を満たしている場合

は、上記補助上限額に 50 万円を上乗せします 

【補助対象事業】 

販路開拓等の取組や、販路開拓等と併せて行う

業務効率化（生産性向上）の取組み 

＜申請受付締切＞ 

第 14 回公募締切：2023 年 12 月 12 日 

    事業期間：2024 年 8 月 31 日まで 

第 15 回公募締切：2024 年 2 月 

    事業期間：2024 年 10 月末まで 

※第 15 回のスケジュールは現時点での「見込み」

のため変更となる可能性があります。 

商工会では、申請に必要な経営計画の作成の

お手伝いをしておりますのでお問い合わせく

ださい。尚、計画書作成には時間がかかりま

すので、早めの取り組みをおすすめします。 

 

◇年末調整個別指導を行います 

年末調整に関する個別指導を下記により商工

会館で行います。 

日 時：１月９日（火）～１２日（金）  

 9：00～12：00 13：00～16：00 

※以下の書類をお持ちください 

・令和５年分源泉徴収簿 

・令和５年分給与所得者の扶養控除等(異動) 

申告書 

・令和５年分給与所得者の基礎控除申告書兼 

給与所得者の配偶者控除等申告書兼 

所得金額調整控除申告書  

 

２０２3 年１２月 

２21 号 

補助率 2/3 



◇業務改善助成金の制度が拡充されました 

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金

(事業場内最低賃金)を 30 円以上引き上げ、生産

性向上に資する設備投資等を行った場合に、その

設備投資等にかかった費用の一部を助成する制

度です。令和 5 年 8 月 31 日より制度拡充された

内容は以下の通りです。 

●対象となる事業場について、事業場内最低賃金 

と地域別最低賃金の差額が 30 円以内から 50 

円以内に拡大。 

●事業場規模 50 人未満の事業者について、2023 

年 4 月 1 日から 12 月 31 日までに賃金引き上 

げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出 

は不要で、賃金引上げ後の申請が可能に（※賃 

金引き上げ結果及び事業実施計画（設備投資等 

の計画）の提出は必要です）。 

●事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の 

区分を 30 円引き上げ。 

【対象事業者】 

下記の要件を満たしている事業者 

●中小企業・小規模事業者であること 

●事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が 

50 円以内であること 

●解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない 

こと 

【対象となる設備等】 

●生産性向上に資する設備投資・関連経費等 

【助成上限額】 

 助成の上限額及び助成率は最低賃金の引き上

げ額(30 円以上、45 円以上、60 円以上、90 円以

上)、引き上げる労働者数、事業場規模によって

異なりますので詳しくは「厚生労働省ウェブサイ

ト(業務改善助成金)」をご確認ください。 

【申請期限】 

2024 年 1 月 31 日(※予算の範囲内で交付するた

め、申請期間内に募集を終了する場合がありま

す。) 

【問い合わせ先】 

業務改善助成金コールセンター 

TEL:0120-366-440 

受付時間:平日 8 時 30 分～17 時 15 分 

 

 

◇商工会の実施した主な事業等 

11. 6 青年部全体会議（商工会館） 

11. 8 SNS を活用した情報発信講座 動画編 

   2 回目（商工会館） 

11. 9 インボイス制度説明会（商工会館） 

11.11 養老公園県営100周年記念ＳＤＧｓマルシェ 

（養老公園） 

11.14 県との意見交換会（ゆせんの里） 

11.15 商工会理事会（商工会館） 

11.21 SNS を活用した情報発信講座 動画編 

   3 回目（商工会館） 

11.27 写真セミナー個別指導（各事業所） 

◇参加した主な会議等 

11. 2 職員協議会西南濃支部役員会（海津市） 

11.10 経営指導員等研修会（LPG会館） 

11.20 商工会指導監査（商工会館） 

11.22 全国大会（東京） 

11.29 事業者向けＤＸセミナー（安八町） 

◇今後の予定 

12. 1 法人会研修会（海津市他） 

   青年部意見交換会/新入部員歓迎会 

（焼肉ゆう） 

写真セミナー個別指導（各事業所） 

12. 4 観光庁補助事業勉強会（ヨロフィス） 

12. 5 写真セミナー個別指導（各事業所） 

12. 6 女性部寄せ植え講習会/役員会 

（商工会館） 

12. 7 ＢＣＰセミナー（商工会館） 

12.20 県議会商工会活性化促進議員連盟との 

   勉強会 

   商工会連合会理事会（ｸﾞﾗﾝｳﾞｪｰﾙ岐山） 

 

商工会では「経営相談・支援」や「税務相談・

経理指導」「金融相談、斡旋」「取引・販路開拓

支援」「労務支援」「専門家派遣支援」「IT 支援」

「補助金書類作成支援」など皆様のご相談に応

じた支援を行っています。 
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